
　

法
務
局
は
、
法
務
省
の
地
方
組

織
の
一
つ
と
し
て
、
国
民
の
財
産

や
身
分
関
係
を
保
護
す
る
、
登
記
、

戸
籍
、
国
籍
、
供
託
の
民
事
行
政

事
務
、
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る

訴
訟
活
動
を
行
う
訟
務
事
務
、
国

民
の
基
本
的
人
権
を
守
る
人
権
擁

護
事
務
な
ど
を
行
っ
て
い
る
国
の

機
関
で
す
。
そ
し
て
、
法
務
局
で

は
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
行
う
中
で
、

地
域
の
皆
さ
ま
方
か
ら
、
い
ろ
い

ろ
な
ご
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。

 

マ
イ
ホ
ー
ム
を
建
て
よ
う
と

思
い
、
土
地
を
探
し
て
い
た

と
こ
ろ
、
幸
い
に
、
知
人
か
ら
土

地
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
周
囲
の

環
境
な
ど
が
気
に
入
っ
た
の
で
決

め
よ
う
か
と
思
っ
て
い
ま
す
が
…

 

マ
イ
ホ
ー
ム
建
築
、
よ
く
一

世
一
代
の
買
い
物
と
い
わ
れ

ま
す
。
そ
こ
で
、
土
地
や
建
物
な
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ど
不
動
産
の
購
入
に
当
た
っ
て
は
、
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売
買
契
約
の
前
に
、
所
有
者
や
担
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保
の
有
無
な
ど
に
つ
い
て
十
分
に
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調
べ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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買
っ
た
不
動
産
が
別
人
の
物
で

あ
っ
た
と
か
担
保
に
入
っ
て
い
た

な
ど
と
い
う
こ
と
は
よ
く
聞
く
話

で
す
。

　

そ
こ
で
ま
ず
、
そ
の
不
動
産
を
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管
轄
す
る
法
務
局
（
登
記
所
）
に
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出
向
き
、
登
記
簿
な
ど
で
確
認
す
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る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
登
記
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簿
に
は
、
土
地
や
建
物
な
ど
不
動

産
の
所
在
、
地
目
、
面
積
、
ま
た

所
有
者
や
抵
当
権
な
ど
の
担
保
や

差
し
押
さ
え
の
有
無
な
ど
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
法
務
局
に
は
、
土

��

地
の
形
状
や
位
置
な
ど
を
明
ら
か

に
し
た
地
図
が
保
管
さ
れ
て
お
り
、

だ
れ
で
も
見
て
、
調
べ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
証
明
書

（
登
記
簿
謄
本
な
ど
）
を
取
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
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、
郵
便
に

よ
り
証
明
書
を
請
求
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。
ま
た
、
宇
土
支
局
な

ど
、
登
記
事
務
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

に
よ
り
処
理
し
て
い
る
法
務
局
で

は
、
全
国
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
法

務
局
の
管
轄
す
る
不
動
産
に
つ
い

て
、
登
記
事
項
証
明
書
（
登
記
簿

謄
本
等
）
の
請
求
が
で
き
ま
す
の

で
、
お
調
べ
に
な
り
た
い
不
動
産

が
県
外
に
あ
る
場
合
で
も
、
宇
土

支
局
で
請
求
で
き
る
（
た
だ
し
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
法
務
局
の
相
互

間
に
限
る
）
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
地
図
に
つ
い
て
は
、
ま

だ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
の
で
、
法
務
局
に
お
越
し
い

た
だ
く
か
、
郵
便
に
よ
り
写
し
等

を
請
求
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。
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法務局　　　　相談 法務局　　　　相談 な ん で も な ん で も 
熊本地方法務局宇土支局 

電話22－0320

～土地の面積や名義人（所有者）を 
　　　　　　　　　調べるには？～ 
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　私たちは、皆幸せに生きたいとい

う願いを持っています。日本国憲法

では、すべての国民は基本的人権を

保障され、差別されないことが規定

されています。

　しかし、私たちの身の回りには、

部落差別をはじめ、女性差別、障害

者差別、高齢者差別、学歴や就職差

別などいろいろな問題が山積みされ

ています。しかしながら、私たちの

心の中に「自分には関係ない」「自

分は差別していない」などと考えて

いる人もいます。

　私たちは、日ごろ何気なく「女の

くせに」「○○学校しか出ていない

から」「勉強しないと○○な仕事に

しか就けないよ」とかいう言葉を使

うことはありませんか。この言葉の

中には差別心が入っています。

　私たちの心の中には、差別意識が

あるといわれます。私たちはこの差

別意識に気付いていないのです。

　差別意識がつくられる要因として、

予断と偏見があります。日常生活の

中で、予断と偏見にとらわれること

なく真実を正しく学び取り、行動し、

身の回りの不合理・不平等などに目

を向け、それをみんなの問題として

解決していこうとする態度や実践力

を身に付けなければなりません。

　このことが、差別の解消の大きな

力となっていきます。

みんなで学ぼうみんなで学ぼう みんなで学ぼう 

じ 
ん け ん 
生涯学習課 
人権教育係 
蕁 33－1111
【内線 332】 

「
身
の
回
り
の
差
別
」 
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補充入居とは、申し込みの際に希望のなかった団地に空きが出た場合の入居のことです。

【申込資格】

※地域の制限はありません。

①宇城市内の居住者２人を入居保証人に立てることが

可能であること

②現に同居し、または同居しようとする親族（婚姻の

届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者、婚姻の予約者を含む）があること

③現在住宅に困窮していることが明らかであること

④外国人登録をしている人で、日本国に引き続き１年

以上在留していること

⑤収入が一定基準以下であること

⑥地方税などを滞納していないこと

【必要書類】

○市営住宅入居申込書

○所得証明書

○源泉徴収票（給与所得者のみ）

○納税証明書もしくは滞納がないことの証明書

○住民票謄本

【申込方法】

入居を希望する団地名を２カ所選び、申込用紙（各支

所備え付け）に必要書類を添えてお申し込みください。

■申込受付期間　　　　毎年３月１日から３月３１日までの１カ月間
■申込書提出先　　　　規定の申込用紙を最寄りの各支所建設課へ提出
■入居順位の決定方法　公開抽選により補充入居案内の順番を決定
■申込書の有効期限　　１年間（毎年３月３１日まで）

戸数建設年度構　　　造市営住宅一覧

９３Ｓ４１～４８簡易耐火（平屋建）古氷団地三
角
町

６Ｓ４０木造馬立住宅

３Ｓ４０　〃古氷住宅

１０Ｈ１２　〃新亀松団地

不

知

火

町

１６Ｈ２　〃御領団地

２０Ｓ４４簡易耐火（平屋建）御領南団地

１６Ｓ４０　　　　〃十五社団地

２０Ｓ４１　　　　〃塚原団地

６Ｓ４３　　　　〃小曽部団地

４Ｓ４０　　　　〃永尾団地

１７Ｓ４２　　　　〃浜田団地

１３Ｓ４３　　　　〃下り松団地

２８Ｓ４５～４６　　　　〃高良団地

６６Ｓ４７～５６　　　　〃亀松団地

２６Ｓ６１～６３木造松崎団地

５６Ｓ３９～４１簡易耐火（平屋建）岡岳団地

松

橋

町

１０Ｓ３７木造曲野長谷川団地

７９Ｓ４０～４４簡易耐火（平屋建）曲野橋川団地

１５Ｓ３８木造曲野南田団地

１０８Ｓ４６～５０簡易耐火（平屋建）両仲間団地

６８Ｓ５１～５３　　　　〃南豊崎団地

８４Ｓ５４～５７　　　　〃豊福団地

６０Ｓ６２～Ｈ１中層耐火築切団地

１４Ｓ６２～Ｈ１木造希望の里団地

４８Ｈ９～１１低層耐火上の原団地

５４Ｓ４６～４８簡易耐火（平屋建）松の本団地

小

川

町

６１Ｓ３９～４３　　　　〃仲の江団地

５０Ｓ４８
（１０棟のみＨ１６）　　　　〃南新田団地

３３Ｓ３７～４０
木造

井尻団地
簡易耐火（平屋建）

１４Ｓ４３～４４　　　　〃正院団地

１５Ｓ４０～５９　　　　〃かるかや団地

８Ｓ４４　　　　〃寺町団地

８Ｓ６１～６２　　　　〃えびす団地

３Ｓ３５　　　　〃蓮仏団地

１２Ｓ５０　　　　〃蓮仏団地

６Ｓ５３　　　　〃船橋団地

６Ｈ６　　　　〃田中団地

２６Ｓ４６～４９　　　　〃糸石団地

豊

野

町

１３Ｓ５０～５１　　　　〃内村団地

１０Ｓ５２～５３　　　　〃下郷団地

１４Ｓ５６～５７　　　　〃上巣林第１団地

７Ｓ６２　　　　〃上巣林第２団地

６Ｈ４木造出店団地

６Ｈ６　〃山崎団地

１０Ｈ１６　〃響原団地

□■□　申込・問合せ先　□■□

宇城市役所各支所の建設課管理係

○三角支所　　　　　�５３－１１１１

○不知火支所　　　　�３３－１１１１

○松橋市民センター　�３２－１１１１

○小川支所　　　　　�４３－１１１１

○豊野支所　　　　　�４５－２１１１


